
越監告示第２６号 

 

 地方自治法第１９９条第５項の規定に基づき、建設部の随時監査を執行したの

で、同条第９項の規定によりその結果を下記のとおり公表します。 

 

  令和６年１２月２４日 

 

越前市監査委員  田 中 英 夫 

 

 

同      田  中  希世子 

 

 

                                    同       吉 田 啓 三 

 

 

令和６年度 建設部 随時監査の結果について（報告) 

 

 地方自治法第１９９条第５項の規定に基づき、標記の監査を執行したので、同

条第９項の規定によりその結果を下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 実施基準    越前市監査基準に基づき実施 

 

２ 監査の種類   随時監査（工事監査） 

 

３ 執行期間    令和６年１０月１５日～１１月１日 

 

４ 監査の対象 
 
 

所 管 課  対 象 工 事  地 係  

都 市 計 画 課  
日 野 川 河 川 緑 地 左 岸 北 駐 車 場 災 害 復 旧 工 事  錦 町  

紫 式 部 公 園 照 明 施 設 改 修 工 事  東 千 福 町  

建 築 住 宅 課  
武 生 南 団 地 １ 号 館 ・ ４ 号 館 外 壁 改 修 等 工 事  南 二 丁 目 ほか 

北 日 野 団 地 汚 水 処 理 施 設 解 体 工 事  矢 放 町  

都 市 整 備 課  

日 之 出 橋 改 修 工 事  中 平 吹 町  

ふるさとを偲 ぶ散 歩 道 整 備 工 事 その１  東 千 福 町 外  

消 雪 施 設 （ 送 水 管 ・ 散 水 管 ） 工 事 その 4 東 千 福 町 外  



 

５  監査の着眼点 

今回の監査は、前記の工事について、工事設計、工事監理及び工事事務

が関係法令等に基づき適正かつ効率的に執行されているかどうか、特に重

点項目として工事の設計・積算にあたっての統一事項の確認及び設計変更

に伴う諸手続が適正に行われているかどうかについて実施した。 

 

６ 監査の実施内容 

関係書類の検査を行うとともに関係職員から説明を聴取した。 

 

７ 監査の結果 

工事設計、工事監理、工事事務について監査を実施した結果、特に指摘す 

べき事項はなかった。なお、監査執行の際見受けられた留意すべき軽微な事 

務処理上の事項については、口頭にて指導し、措置状況の報告を求めた。 

 

上 下 水 道 課  

拡 － １ 広 瀬 第 １ 送 水 ポンプ場 土 木 工 事  広 瀬 町  

拡 ―２ 広 瀬 第 １ 送 水 ポンプ場 配 管 工 事  広 瀬 町  

東 単 ３ ４ 舗 装 工 事  小 野 谷 町  

家 国 １ 汚 泥 処 理 共 同 化 事 業 に伴 う圧 送 管 布 設 工 事  家 久 町  


